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平成 29 年９月 25 日 

 

消費者機構日本と株式会社 I-neとの裁判外の和解について 

 

消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．裁判外の和解の概要 

（１）事案の概要 

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本（以下

「消費者機構日本」という。）が、株式会社 I-ne（以下「I-ne」という。）に

対し、I-ne が販売する頭髪洗浄剤「BOTANIST シャンプー＆トリートメント」

（以下「本件商品」という。）の容器に貼付されている宣伝シール及び詰替え

用パッケージのいずれにも表示されている以下の①及び②の表示（以下総称

して「本件表示」という。）について、①の表示については、②の表示がある

としてもその文字ポイントは非常に小さく目に入りにくいため、非常に大き

な文字ポイントによる①の表示だけが目に入ることとなり、表示全体として

見れば、本件商品には「天然植物由来」の成分が非常に多量・高濃度に配合

されていると一般消費者を誤認させる可能性が高く、また、②の表示につい

ては、他社の同種又は類似の商品と比較して「植物由来成分」がより多い割

合で配合されているか否か、「90％」のうち何％の「植物由来成分」が配合さ

れているのか、一般消費者は確認することができないことから、一般消費者

に「植物由来成分」が多量に配合されているとの印象を与える可能性があり、

本件表示は、本件商品の品質等について、一般消費者に対して実際のものよ

りも著しく優良であると誤認される表示だと評価されるなどとして、不当景

品類及び不当表示防止法第 30 条第１項第１号に規定する優良誤認表示に該当

するとして、同項の規定に基づき、本件表示の改善を求めた事案である。 

 

① 天然植物由来成分 90％以上 

② 90％以上を植物由来成分とクリーンな水で構成 
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（２）結果 

消費者機構日本と I-neは、平成 29年８月１日に別紙のとおり合意した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者機構日本（法人番号：9010005008351） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

株式会社 I-ne（法人番号：6140001082869） 

 

４．当該裁判外の和解に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行

為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨

の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消

費者契約法施行規則第 14条、第 28条参照）。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課  電話：03－3507－9252 

URL：http://www.caa.go.jp/planning/index.html 
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